
く
ら
し
に
直
結
す
る
山
野
や
水
に
関
す
る
争
い
は
昔
か
ら
絶
え
な
か
っ

た
。

こ
の
話
は
江
戸
初
期
の
世
は
平
和
に
な
っ

た
が、

ま
だ
戦
国
時
代
の
気
風
が
強

く
残
っ

て
い
た
頃
の
話
で
あ
る。

元
和
四
年
（
一

六
一

八
）

会
津
藩
の
綱
沢
村

（
小
さ
い
村）

と
松
尾
村
（
大
き
い
村）

が
日
影
平
の
入
会
権
を
巡
っ

て
争
っ

た。

綱
沢
村
の
者
が
日
影
平
で
松
尾
村
の
者
に
蛇
を
奪
わ
れ
る。

日
影
平
に
来
て
い
た
松
尾
村
の
者
か
ら
舵
を
取
り
戻
す。

綱
沢
村
の
者
が
木
を
伐
っ

て
い
る
所
へ

松
尾
村
の
大

二
月

九
日

ニ
四
日

銭
瓶
騒
動
と
裁
判

銭
瓶
騒
動
は
宝
暦
十
一

年
（
一

七
六
一
）、

幕
府
領
の
赤
松
村
と
府
内
領
の

七
蔵
司
村
・

田
野
浦
村
が
山
の
境
界
を
巡
っ

て
乱
闘
し
た
事
件
で
あ
る。

赤
松

村
が
府
内
領
に
造
っ

た
道
の
撤
去
作
業
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ

赤
松
村
の一予一
十

余
名
が
と
び
口、

長
刀、

鉄
砲
を
持
っ

て
襲
い
か
か
っ

た
。

府
内
藩
側
は
怪
我

人
を
出
し、

ま
た、

普
請
奉
行
と
藩
士
が
拉
致
さ
れ
た
。

騒
動
は
巡
検
使
が
来

る
直
前
で
あ
っ

た
た
め、

府
内
藩
は
視
察
が
終
わ
っ

て
騒
動
の
調
査
を
す
る
よ

う
日
田
代
官
所
に
願
い
出
て
い
た
。

代
官
所
は
事
件
が
二
つ
の
藩
に
か
か
わ
る

の
で
幕
府
評
定
所
へ

提
訴
し
た
。

判
決
は
騒
動
に
対
す
る
刑
事
罰
と
境
界
・

入

会
権
に
関
す
る
和
解
が
あ
る。

こ
こ
で
は
江
戸
時
代
の
裁
き
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

て
っ

か

ぎ
し
ょ

う

裁
き
を
神
仏
に
委
ね
た
鉄
火
起
請
（
百
姓
た
ち
の
山
争
い
裁
判
・

渡
辺
尚
志）

一

月
二
三
日

小

野

三

郎

て
っ

か

ぎ
し
ょ

う

※
鉄
火
起
請

松
尾
村
に
事
情
を
聴
き
に
行
っ

た
二
人
が
戻
れ
ぬ
ほ
ど
殿
ら

れ
る
。

三
人
が
松
尾
村
を
訪
ね
二

人
が
絶
命
し
そ
う
な
ほ
ど
暴
行
を

受
け
る、

日
影
平
を
綱
沢
村
の
山
と
認
定
す
る
よ
う
藩
に
訴
え
出
る。

て
っ

か

ぎ
し
ょ

う

藩
は
吟
味
や
現
地
調
査
を
し
た
が
結
論
を
出
せ
ず、

鉄
火
起
請
を
提
案
す
る。

他
方、

藩
は
鉄
火
起
請
で
犠
牲
者
を
出
し
た
く
な
い
の
で
日
影
平
を
両
村
立
入

禁
止
の
中
立
地
帯
に
す
る
双
方
痛
み
分
け
の
決
着
を
目
指
し
た
。

し
か
し、

両

村
と
も
鉄
火
起
請
を
主
張
し
た
。

松
尾
村
か
ら
屈
強
な
清
右
衛
門
が
名
乗
り
出

た。

綱
沢
村
か
ら
名
乗
り
出
る
者
は
な
か
っ

た
。

肝
煎
の
次
郎
右
衛
門
は
手
の

「
火
傷
で
農
作
業
が
で
き
な
く
な
っ

た
時」

は
村
人
が
支
援
す
る
約
束
で
村
の

代
表
に
な
っ

た。

鉄
火
起
請
は
鎮
守
の
諏
訪
神
社
で
役
人
の
立
ち
会

い
で
行
わ
れ
た。

綱
沢
村
の
次
郎
右
衛
門
は
焼
け
た
鉄
棒
を
額
の
高
さ
に一三一
度

掲
げ
台
に
置
い
た
。

屈
強
な
清
右
衛
門
は
耐
え
き
れ
ず
地
面
に
放
り
投
げ
た
。

こ
れ
で
日
影
平
は
綱
沢
村
の
領
域
と
な
る
よ
う
境
界
が
定
め
ら
れ
た
。

清
右
衛
門
は
藩
に
よ
っ

て
死
刑
に
処
さ
れ、

骨
は
バ
ラ
バ
ラ
に
さ
れ
境
界
の

標
識
の
下
に
埋
め
ら
れ
た。

綱
沢
村
は
十
九
世
紀
初
め
ま
で
次
郎
右
衛
門
の
子

孫
の
支
援
を
続
け
た。

つ・
日

？・
日

？
日

焼
い
た
鉄
の
塊
（
鉄
棒）

を
手
に
持
ち
火
傷
の
程
度
で
判
定
す

る。

室
町
時
代、

十
五
世
紀
に
は
湯
起
請
（
神
仏
に
ウ
ソ
・

偽

り
が
な
い
こ
と
を
誓
い
熱
湯
に
手
を
入
れ
る
）

が
行
わ
れ
た
。

八
月

勢
の
者
が
押
し
か
け
る。
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評定所

老
中
3
\
5
人

政
務
統
括

寺
社
奉
行
4
人

寺
社・
領
地
管
理

宗
教
統
制

町
奉
行

2
人

江
戸
の
司
法・
警
察

勘
定
奉
行
4
人

行
政
•

財
政

幕
領
の
訴
訟

留役は法令・判例に精通。 取り調べの実務者。

老中

担当役員 ↑↓ （重大案件）

稟議制による

伺 書 ..奉行 ..判決原案 .. 判決決定

大
き
く 、

ま
た
判
決
理
由
の
説
明
も
無
か
っ

た 。

役
人
の
独
善
性
を
避
け
る
た

め
責
任
者
を
複
数
置
き 、

勤
め
は
月
交
代
制
が
原
即
で
あ
っ

た 。

違
い
は
な
い
と
い
う
通
念
か
ら
審
理
は
非
公
開 、

一

審
制
で
役
人
の
裁
量
権
が

江
戸
時
代
の
裁
き

裁
判
権
を
持
っ

て
い
た
の
は
藩
主
と
幕
府
で
あ
る 。

藩
で
処
理
で
き
な
い
案

複
数
の
藩
に
ま
た
が
る
も
の
は
幕
府
の
評
定
所
に
送
ら
れ
た 。

評
定
所
は
案
件

に
関
係
あ
る
部
署
別
に
裁
い
た 。

重
大
な
案
件
は
合
同
で
審
議
さ
れ
た 。

銭
瓶

騒
動
は
勘
定
奉
行
が
担
当
し
た 。

当
時
の
裁
判
は
自
白
が
菫
要
視
さ
れ 、

証
拠

や
目
撃
者
が
い
て
も
自
白
が
な
け
れ
ば
有
罪
に
で
き
な
か
っ

た 。

そ
の
た
め 、

自
白
を
強
要
す
る
拷
問
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た 。

武
士
の
す
る
こ
と
に
間

逼

塞

預
押
込

預
呵
責

庄
屋

組
頭

府
内
藩
主

家
老 、

藩
士

十
七
日

十
二
月

七
月
一

日

？・
月

銭
瓶
騒
動
の
略
経
緯

一
七
蔵
司
村
・

田
野
浦
村

—

二
月
五
日

領
内
に
赤
松
村
が
造
っ
た
新
し
い
道

―
一
月
九
日 、

十
一

日

七
蔵
司
村
・

田
野
浦
村
庄
屋
問
い
合
わ
せ

三
月

返
答
な
し

赤
松
村
が
造
っ
た
道
の
撤
去
作
業

け
が
人
出
る

奉
行
等
四
人
拉
致
さ
れ
る

一云一
月
？
日

日
田
代
官
所
へ
騒
動
調
査
は
巡
検
使
視
察
後

に
す
る
よ
う

願
い
出
る

日
田
代
官
所
が
評
定
所
へ
提
訴

裁
判
ヘ―――
十
四
人
が
出
発

証
人
追
加
三
十
六
人
出
発七

名
五
名

――一
名

ニ
ヶ
月

＂リ半 決 評 定 所 乱 闘 論 争

預
急
度
叱

役
人

庄
屋

牢
よ
り
手
鎖

二
名

一

名

百
姓

遠
島

百
姓

八
名

十
一

名

裁
判
へ

数
十
人

――1
0
人
あ
ま
り

ト
ビ
ロ 、

長
刀 、

鉄
砲

赤
松
村
・

浜
脇
村
庄
屋
無
言

番
小
屋

宝
暦
十一

年
（一

七
六
一
）

見
張
り
番
常
駐
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、正
導
者
の
特
定
が
な
い

裁
判
の
経
緯
で
気
に
な
る
と
こ
ろ
が
ニ
ケ
所
あ
る。

定
所
へ
出
す
訴
状
に
添
え
る
調
査
報
告
書
で
あ
る。

府
内
藩
は
調
査
期
日
の
延

期
を
願
い
出
て
い
た。

調
査
に
来
て
い
る
は
ず
だ
が
調
査
に
関
す
る
月
日
等
の

記
録
が
な
い
の
は
不
自
然
で
あ
る。

府
内
藩
と
代
官
所
の
間
に
記
録
に
残
す
こ

と
に
不
都
合
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か。

二
つ
は
騒
動
の
主
導
者
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る。

騒
動
前
五
十

年
間
の
百
姓
一

揆
は
全
て
主
導
者
が
特
定
さ
れ
極
刑
に
処
さ
れ
て
い
る。

ま
た
主
要
メ
ン
バ

ー
も
厳
し
い
処
分
を
受
け
て
い
る。
（
文
末
資
料
・

百
姓
一

揆
と
刑
罰）

百
姓
一

揆
も
銭
瓶
騒
動
も
徒
党
を
組
み
実
力
行
使
を
し
て
い
る
の

は
同
じ
で
あ
る。

ま
た、

赤
松
村
の
動
き
を
み
る
と
主
導
者
が
い
て
計
画
的
に

行
動
し
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る。

銭
瓶
騒
動
は
鉄
砲
を
持
っ
て
実
力
を
行
使
し
て
い
る。

し
た
が
っ
て
百
姓
一

揆
と
同
じ
よ
う
に
厳
し
い
処
分
が
当
然
で
あ
る。

し
か
し、

評
定
所
は
主
導
者

を
特
定
せ
ず、

死
刑
者
も
な
い。

で
は、

騒
動
を
起
こ
し
て
死
刑
に
な
ら
な
い

条
件
は
何
か。

逆
に
騒
動
を
起
こ
し
て
死
刑
に
な
る
条
件
は
何
か。

騒
動
の
違

い
を
み
る
と
百
姓
一

揆
は
年
貞
の
減
額
や
役
人
の
交
代
な
ど
を
要
求
し
て
公
儀

に
反
抗
し
て
い
る。

銭
瓶
騒
動
は
境
界、

入
会
権
の
変
更
を
巡
る
村
と
村
の
喧

嘩
で
あ
る。

ど
ち
ら
も
現
状
を
変
え
る
た
め
の
実
力
行
使
で
あ
る
が、
「
公
儀

に
逆
ら
う」

は
死
で
あ
り、
村
と
村
の
喧
嘩
で
殺
生
が
な
け
れ
ば
死
刑
は
な
い
。

「
公
儀
へ
の
逆
ら
い
」

の
有
無
が
生
・

死
を
分
け
て
い
る。

赤
松
村
の
騒
動
は
公
儀
へ
の
逆
ら
い
で
は
な
い
か
ら
死
刑
に
相
当
し
な
い
。

死
刑
者
が
無
い
の
で
主
導
者
を
特
定
す
る
必
要
は
な
か
っ
た。

―

つ
は
代
官
所
か
ら
評

遠
島
の
八
人
は
再
び
赤
松
村
に
戻
る
こ
と
は
な
か
っ
た。

死
刑
者
は
無
か
っ

た
が
小
さ
な
村
か
ら
八
人
の
遠
島
と
十
一

人
が
手
鎖
の

刑
に
処
せ
ら
れ
た。

遠
島
の
八
人
は
鉄
砲
を
撃
っ
た
の
を
咎
め
ら
れ
た
の
で
あ

る。
「
．

．

．

 

何
事
に
よ
ら
ず、

「
郷
中
に
て
百
姓
等、

山
問
答
•

水
問
答
に
つ
き
弓
・

槍
・

鉄
砲
に
て
互
い
に

喧
嘩
致
し
候
者
あ
ら
ば、

そ
の
一

郷
成
敗
致
す
事」
（
慶
長
一

四
年
・
一

六
0
九）

百
姓
口
論
致
候
時、

他
郷
よ
り
荷
担
せ
し
め
ば、

本
人
よ
り
其
の
科
を
重
ぬ
る
べ
く
候」
（
寛
永
十
二
年
・
一

六
三
五）

幕
府
は
こ
の
「
令」

の
よ
う
に
実
力
行
使
を
禁
じ
裁
判
で
の
決
着
を
勧
め
て

い
た。

実
力
行
使
は
人
的、

金
銭
的、

生
産
力
等
々
村
の
力
を
弱
め
る。

村
の

弱
体
化
は
幕
府
・

領
主
の
収
入
減
に
連
動
す
る。

銭
瓶
騒
動
は
こ
の
様
な
幕
府
の
意
向
に
反
し
て
い
る
の
で、

厳
し
い
裁
決
に

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う。

赤
松
村
の
高
台
に
遠
島
八
人
の
記
念
碑
が
建
っ

て
い
る。

設
立
者
は
村
で

ま
ぐ
さ

な
く
株
組
で
あ
る。

株
が
不
足
す
る
よ
う
に
な
り
株
の
刈
り
場
を
求
め
て
騒

動
を
起
こ
し
た
の
で
あ
ろ
う。

こ
の
時
代
に
な
る
と
農
産
物
や
他
の
物
資
も
動

き
が
活
発
に
な
っ
て
い
た。

村
は
交
通
の
要
衝
に
あ
り
長
い
坂
道
が
続
く。

人

カ
で
物
を
運
ぶ
に
は
限
界
が
あ
る。

そ
こ
で
牛
馬
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た。

駄

賃
稼
ぎ
が
許
さ
れ
多
く
の
村
人
が
運
送
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
り
牛
馬
用
の
株

が
必
要
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う。

府
内
藩
は
仕
掛
け
ら
れ
た
喧
嘩
の
被
害
者
で
あ
る。

し
か
し
下
さ
れ
た
処

分
は
藩
主、

家
老、

道
奉
行、

藩
士、

庄
屋、

組
頭
と
幅
広
く
人
数
も
十
八
人

と
多
い
。

藩
主
の
逼
塞
ニ
ヶ
月
の
刑
は
騒
動
を
抑
え
き
れ
ず
乱
闘
ま
で
に
な
っ
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村
に
は
重
い
刑
罰
と
裁
判
の
諸
費
用
（
文
末
資
料
・

裁
判
の
諸
経
費）

に
加

え
て
犠
牲
者
へ
の
補
償
と
支
援
が
残
さ
れ
た
。

村
人
は
八
人
の
犠
牲
者
の
働
き

分
や
犠
牲
者
が
村
の
中
で
果
た
し
て
い
た
役
割
を
引
き
継
ぎ、

ま
た
重
い
借
金

の
返
済
に
何
十
年
も
苦
し
ん
だ
で
あ
ろ
う。

今
の
赤
松
村
が
あ
る
の
は
二
五
0

年
昔
の
八
人
の
犠
牲
と
村
人
が
な
が
く
厳
し
い
く
ら
し
に
耐
え
抜
い
た
お
か
げ

で
あ
る
。

お
わ
り
に

た
責
を
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

赤
松
側
は
役
人
二

人
と
庄
屋
一

人
の
三
人
で
あ

る
。

府
内
側
十
八
人、

赤
松
側――一
人
の
処
分
の
理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
偏
っ

た

処
分
で
あ
り、

裁
量
権
の
乱
用
で
あ
る
。

判
決
理
由
を
説
明
し
な
い
の
で
評
定

所
へ
の
不
信
感
は
大
き
い
。

評
定
所
は
死
刑
者
を
出
さ
な
い
温
情
あ
る
判
決
を

出
し
な
が
ら、

他
方
で
は
赤
松
村
の
成
り
立
ち
を
配
慮
し
な
い
遠
島
八
名、

手

鎖
十
一

名
の
冷
た
＜
権
威
的
な
裁
決
を
し
て
い
る
。

寛
保
二

年
（
一

七
四
一
）

に、

吉
宗
は
百
姓
一

揆
の
処
分
に
つ
い
て、

頭

取
は
死
罪、

名、
王
は
遠
島、

組
頭
は
田
畑
没
収
と
こ
れ
ま
で
の
処
分
よ
り
寛
容

な
刑
に
す
る
公
事
方
御
定
書
を
評
定
所
に
示
し
て
い
る
。

評
定
所
が
年
貢
を
納
め
る
百
姓
を
大
切
に
思
え
ば
村
の
成
り
立
ち
を
考
慮
し

て
犠
牲
者
を
最
小
限
の
遠
島
一

名
ー
ニ

名
に
と
ど
め
た
で
あ
ろ
う。

評
定
所
が

厳
し
い
処
分
を
出
し
た
の
は
各
種
の
騒
動
が
治
ま
ら
ず、

た
の
で
あ
ろ
う。

そ
の
見
せ
し
め
と
し

【
参
考
図
書
】

江
戸
時
代
の
罪
と
罰

日
本
三
大
幕
府
を
解
剖
す
る

百
姓
か
ら
見
た
戦
国
大
名

図
説
日
本
の
百
姓一
揆

挟
間
史
談
会
誌
六
号

一
揆
の
原
理

百
姓
た
ち
の
山
争
裁
判
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資料 1 裁判の諸経費•他

宿泊費 滞在費

（江戸の家計簿・磯田道史）

旅籠の宿泊料

普通の宿 約60文

（食事付）約4500 円 ～ 

木賃宿 約 30文

200文

15000円

40文

（食事なし）約2250円 ~3000円

卵一個 7文 ～ 20文

110円～315円

そ ば 16文 約250円

うどん 16文 約250円

18世紀の平均的村

石高 400石～500石

田地 50町前後

人口 400人～500人

（万冶元年・1658)

黒野村 133石

古原村 31石

来鉢村 511石

遠島八名之塔

1人1日 宿泊 2500円として

食費 500円として

1人当たり

1日 往 復 滞在（証人として）

3000円X(45日＋45日＋60日）＝45万円

交通・滞在 45万円X60人＝2700万円

・裁判費 ？

・裁判の助言、 指導を受けた謝礼 ？

・役人への内々のはたらきかけ ？

．犠牲者の補償 ？

赤松村の石高

元和2年(1616)

「速見郡横灘物成目録」

田地 1 3 3石余

物成 4 7石余

（松井文書）

「正保郷帳」以降村高の

記録はない。

赤松の岩穴地蔵群

県道沿いに崖をくりぬいて二十体の地蔵群が安置さ

れている。 この道路は昔、 大分～別府を結ぶ主要な

道路だった。 地蔵様に旅の無事を願い、 留守の安全を

祈った人も多かっただろう。

- l l -



資料2 18世紀前半の百姓 一揆と刑罰 図説 日本の百姓一揆

西 暦 一 揆 名 刑 罰
和 暦 一揆の原因等

1709 水戸宝永一揆 藩役人の追放、 藩吏多数処分
宝永6 藩政改革に反対

1711 万石騒動 斬首3 追放3
正徳1 朝鮮通信使に便乗した門訴

1712 大聖寺正徳大 一揆 斬首1 斬首1 4（喧嘩賭博名目）
正徳2 政治が悪けりや年貢は納めない

1720 南山御蔵入騒動 獄門6 牢死9 処分350

享保5 年貢減免など幕府に直訴

1722 頸城質地騒動 傑7 獄門1 1 死罪1 0 

享保7 質入れ地、 質流れ地取り戻し 遠島20 獄死55

1723 長瀞質地騒動 傑2 獄門4 死罪2 遠島9
亨保8 享保の改革と関連 田畑取り上げ100日牢舎6 過料91

1726 山中 一揆 捕縛した現地で打ち首、 晒し 新庄村5
享保11 農民の治める村をめざして 土屋25 湯本8 久世7 獄門4 死罪51

1733 享保の江戸打ちこわし
首謀者 遠島 お重

もき

追放3享保18

1738 磐城平元文一揆 指導者層の処刑
元文3 諸課税復活反対 8年後日向国へ転封

1739 元文因伯 一 揆 きゅう首20 追放41

元文4 藩全域から数万人

1750 西讃百姓一揆 処刑12 処罰農民多数
寛延3 藩を超えた連合

免職 老中 ・ 若年寄 ・ 勘定奉行 藩主領地
1754 郡上宝暦一 揆 没収 お家断絶 幕府藩役人多数処罰
宝暦4 幕藩と5年間戦った百姓たち 獄門4 死刑10 牢死19（拷問と寒さ）

追放等 数十人

1754 久留米藩宝暦騒動 1次 さらし首9 処刑9

宝暦4 10万人の百姓一揆 2次 処刑25 過料、 村払い、 入牢74

1761 上田宝暦騒動 死刑2 永牢2 村追放7手錠 ・ 閉門多数
宝暦11 夕立と騒動は青木村から

※1 、 18世紀になると百姓一揆は何千何万と大規模化、 広域化するが統制ある行動をとった。

家財道具等の破損はしたが放火や殺生はしなかった。

大規模、 広域騒動に対する法が未整備だったため処分は幕府や領主の恣意によった。

※2、 公事方御定書（寛保2年・1741 ・ 幕府部内の基本法 ・ 吉宗）

百姓一揆の処分者が絞られた 頭取＝死罪、 名主＝重追放、 組頭＝田畑没収

※3、、 処刑者にはさらに下記の属刑が科される。

死刑、 遠島、 重追放は田畑、 家屋敷、 全財産の没収。

中追放は田畑、 家屋敷の没収。

軽追放は田畑の没収．
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東京

福島

鳥取

香川

岐阜

福岡

長野



資料 3 江戸時代の刑罰 日本の三大幕府を解剖する 川合 敦

(1)正刑 碕資 恥込
め

t蔽き 追放 遠島 死刑

0呵責＝叱 急麗叱 0押込＝20 日～ 100 日 0敲＝50 回 ～ 100 回（庶民の男子）

なかの おもき

〇追放＝所払、江戸 10 里四方所払、清ら旦放、 中 追放、 重追放

0遠島＝死刑に次ぐ重刑、自活、島内の行動は自由、 （島のない藩は永牢）
0死刑＝・下手人（解死人）（打首）遺体は引き取り人に下げ渡す

ためし

・死罪（打首）遺体は様斬り。或いはその場に放置（放置は恥であった）

．獄門（打首）刑場の獄門台に3日間晒す
．傑（公開処刑）突手 6 人、二人で交互に 20~30 回突く、 「止めの槍J喉を右から刺し

貫く。遺体は3日間放置
・火焙（公開処刑）傑柱に縛りつけ木の枝などを罪人の周りに立てかけ火をつける。焼

け焦げた死体を確認したあと 「止め」に鼻を焼く。男の場合はさらに陰嚢を焼く。女
の場合は乳房を焼く。

．鋸引（公開処刑）市中曳き回して、2日間晒。地中に埋め通行人に挽かせる。挽く者
はいなくなり刑として成り立たなくなった。

(2) 属刑（正刑に応じて科される刑） さ函し 又蘊 繭荷 崩入ん手f

0晒＝心中未遂 女犯の僧等。傑 鋸刑に付加 手を後ろの柱に縛りつけ罪状を書いた
捨札を建てる。普通は3日間。方法が簡単なため私刑としても行われた。

0入墨＝窃盗犯に科される属刑。江戸は左腕の肘関節の下に二本線。大阪は肘より上。入墨の
場所、文様の異なる藩がある。

0関所＝正刑に応じて財産を没収。死刑、遠島、重追放は田畑、家屋敷 全財産没収。中追放
は田畑 家屋敷没収。軽追放は田畑没収。

0非人手下＝身分を非人におとす。
じゅんけい

(3)閏刑（身分に応じて科される刑）

武士・僧・神官に科される刑 蘊羹 閉門 伍籍 改易 切腹

0逼塞＝昼間の出入り禁止 30 日、50 日 0蟄居＝自宅に謹慎。0改易＝武士身分の剥奪
領地の召し上げ。0切腹＝上級武士の刑罰。腹を切ろうとする瞬間に解釈人が首を打ち
落とした。

庶民に科される刑
0過料＝軽過料 銭3貫 ～ 5貰
女性に科される刑
0奴婢 〇髪を剃り落す

過料 閉戸 手鎖
重過料 銭 10 貰 ～20 貰

※甘1試苫宦 時期苦あり 仝国一律の体率でけかい 刑罰の丁確か序列け困難

- 1 3 -


